
 

札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 

法律施行条例（平成２４年条例第４３号・抄） 

 

第８章の２ 自立支援協議会  

   （自立支援協議会）  

第４１７条の２ 法第８９条の３第１項の規定に基づき、札幌市自立支援協議会

（以下「協議会」という。）を置く。  

２ 協議会は、委員２５人以内をもって組織する。  

３ 委員は、法第８９条の３第１項に規定する関係機関等のうちから市長が委

嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は、前任者の残任期間とする。  

５ 委員は、再任することができる。  

６ 特別の事項を調査し、又は審議させるため必要があると認めるときは、第

２項の委員のほかに、協議会に臨時委員を置くことができる。  

７ 協議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。  

８ 前各項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、

市長が定める。 
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札幌市自立支援協議会規則（平成２６年規則第７１号） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、札幌市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行条例（平成２４年条例第４３号）第４１７条の２第８項の

規定に基づき、札幌市自立支援協議会（以下「協議会」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（会長及び副会長） 

第２条 協議会に会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定め

る。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

４ 会長及び副会長共に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長

の指名する委員がその職務を代理する。 

（臨時委員） 

第３条 臨時委員は、学識経験を有する者、協議会の推薦を受けた者その他市

長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。 

２ 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了した

ときは、委嘱を解かれたものとみなす。 

（会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、協議会の会議の議長となる。 

３ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

４ 協議会の議事は、出席した委員全員の一致により決定する。ただし、これ

により難い場合は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

（意見の聴取等） 
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第５条 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる 

（部会） 

第６条 部会は、会長の指名する委員及び臨時委員をもって組織する。 

２ 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。 

３ 部会長は、部会を代表し、部会の事務を総理する。 

４ 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ部会長

の指名する委員がその職務を代理する。 

５ 前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規

定中「協議会」とあるのは「部会」と、第４条第１項及び第２項中「会長」

とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、保健福祉局において行う。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が協議会に諮って定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条第１項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従前の協議会

に相当する合議体の会長又は副会長である者は、それぞれこの規則の施行の

日に協議会の会長又は副会長として定められたものとみなす。 

３ 第６条第１項及び第２項の規定にかかわらず、この規則の施行の際現に従

前の協議会の部会に相当する合議体の部会の委員又は部会長である者は、そ

れぞれこの規則の施行の日に協議会の部会の委員又は部会長として指名され、

又は定められたものとみなす。 
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札幌市自立支援協議会設置要綱 
〈平成 18 年 8 月 10 日 保健福祉局理事決裁〉 

〈最近改正 令和６年６月 12 日〉 

 

 
 （趣旨） 

第１条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平

成 17 年法律第 123 号。（以下「法」という。））第 89 条の 3の規定に基づき、同条の協

議会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ 協議会は、関係機関等（法第 89 条の３の「関係機関等」をいう。以下同じ。）が相互

の連絡を図ることにより、地域における障がい者又は障がい児への適切な支援に関する

情報共有及び地域の障がい福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす

定期的な協議の場とするとともに、障がい福祉計画の策定及び変更並びに障がい福祉施

策の総合的かつ計画的な推進について市長の求めに応じ意見を述べるものとする。 

 （組織） 

第２条 協議会は、全体会、各部会及び委員会により組織する。 
２ 全体会の委員（以下「委員」という。）は、25 人以内で次に掲げるもののうちから市長

が委嘱する。 
(1) 障がい福祉に関する相談支援事業者（委託相談支援事業者及び指定相談支援事業者） 
(2) 障がい福祉サービス事業者 
(3) 保健・医療関係者 
(4) 教育・雇用関係機関に所属する者 
(5) 企業関係者 
(6) 障がい者関係団体に所属する者 
(7) 障がい当事者 
(8) 学識経験者 
(9) 関係行政機関 
(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者 

３ 第２項の規定により委嘱を受けた委員が次の各号のいずれかに該当するときは、市長

は当該委員の委嘱を取り消すことができる。なお、第５条の臨時委員においても同様と

する。 

(1) 委員が暴力団員（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号）

第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められるとき。  

(2) 委員が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例

第６号）第２条第１項に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員の利用等



 

をしたと認められるとき。 

(3) 委員が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接

的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる

とき。 

(4) 委員が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

 （委員の任期） 
第３条 委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、

再任を妨げない。 
２ 委員の在任期間は原則として通算６年を超えないこと。 
 （会長・副会長） 
第４条 協議会に会長１名、副会長１名を置き、委員の互選によってこれを定める。 
２ 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。 
３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。 
 （臨時委員） 
第５条 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、協議会に臨時委員を置くこと

ができる。 
２ 臨時委員は、学識経験を有する者、協議会の推薦を受けた者その他市長が適当と認め

る者のうちから、市長が委嘱する。 
３ 臨時委員は、その者の委嘱に係る特別の事項に関する調査審議が終了したときは、委

嘱を解かれたものとする。 
 （全体会） 
第６条 全体会は、会長が招集し、その議長となる。 
２ 全体会は意思決定の場であり、委員の総意により決定するが、これにより難い場合は、

出席委員の過半数により決定するものとする。 
３ 全体会に会長、副会長、各部会長により構成する運営会議を設置し、協議会全体の運

営に関する議論を行う。 
 （部会） 
第７条 協議会に次の部会を置くこと。 

(1) 地域部会 
(2) 専門部会 

２ 各部会の役割は以下のとおりとする。 
(1)  地域部会 
  障がい者やその家族等が暮らしやすい地域づくりのため、関係者が顔の見えるネッ

トワークを構築し、情報共有等を行い、地域課題の発掘・解決を行う。 
(2)  専門部会 



 

  就労支援、相談支援、子ども等、分野別に関係者が集まり、関係者間の情報共有や

研修等の開催により、部会員の資質向上と施策提言等を行う。 
３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選によってこれを定める。 
４ 部会は、部会長が招集し、その議長となる。 
５ 部会は、その設置を必要と提案する者が、部会設置の目的、活動内容等を説明し、前

条の規定に従い決定され、設置されるものとする。 
６ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、協議会にプロジェクトチームを置

くことができる。プロジェクトチームの構成、運営に関しては、全体会にて定める。 
（委員会） 

第７条の２ 協議会に地域生活支援拠点検証委員会（以下「検証委員会」という。）を置く

こと。 
２ 検証委員会の役割は地域生活支援拠点について検証、検討を行い、必要に応じて利用

者にサービスを提供する事業所から報告を受けることとする。 
３ 検証委員会に委員長を置き、当該委員会に属する委員の互選によってこれを定める。 
４ 検証委員会は委員長が招集し、その議長となる。 
（機能） 

第８条 協議会は、次に掲げる機能を有するものとする。 
(1)  中立・公平性を確保する観点から、札幌市が委託する相談支援事業者の運営評価等 
を実施する。 

(2)  困難事例への対応のあり方に関して、協議、調整を行う（当該事例の支援関係者等 
による個別ケア会議を必要に応じて随時開催する）。 

(3)  地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議を行う。 
(4)  地域の社会資源の開発、改善を行う。 
(5)  障害者虐待防止に関する体制整備等に対して、虐待防止のネットワークと連携する。 
(6)  その他、協議会の趣旨に合致する事柄について協議を行う。 

（守秘義務） 
第９条 協議会の委員及びその参加者は、正当な理由なく、協議会の活動において知り得

た個人情報等を漏らしてはならない。また、委員及び協議会の活動から退いた後も同様

とする。 
 （公開・広報） 
第 10 条 全体会は原則公開とする。ただし、困難事例への対応のあり方に関する協議等、

協議内容に個人情報が含まれる場合には、非公開とすることができる。 
２ 全体会を非公開とする場合は、事前に全体会又は運営会議において協議し、委員の了

承を得ることを必要とする。 
３ 協議会の広報は札幌市ホームページを中心に、必要に応じて行う。 
 （庶務） 



 

第 11 条 協議会の庶務は、保健福祉局障がい福祉課と相談支援事業所等で構成する事務局

において行う。 
 （運営事項） 
第 12 条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会

に諮って定める。 
 
 附 則 
この要綱は、平成 18 年 9 月 1 日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、平成 20 年 11 月 1 日から施行する。 
 附 則 
この要綱は、平成 25 年 2 月 19 日から施行する。 
附 則 

この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。  
 附 則 
第１条 この要綱は、令和２年 12 月１日から施行する。 
第２条 施行日の時点で任期が６年を超える委員については、令和４年 10 月 16 日までの

間、本要綱第３条第２項の対象外とする。 
附 則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。  
附 則 

この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 
 


